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政
政
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号

外

二�
令

和

七

年
十
二
月
二
十
六
日

月
額

五
〇
、
〇
〇
〇
円

目

次

規

則

○
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
農
業
企
業
化
資
金
助
成
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

農
業
経
営
課)

一

○
岐
阜
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
助
成
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

同

)

二

規

則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
十
八
号

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
二
号
の
表
法
務
・
情
報
公
開
課
法
務
顧
問
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
農
業
企
業
化
資
金
助
成
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
十
九
号

岐
阜
県
農
業
企
業
化
資
金
助
成
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
農
業
企
業
化
資
金
助
成
規
則(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
五
号)

の
一
部
を
次
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火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日



の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢契

約
書
２
通
を
作
成
し
､
甲
乙
各
１
通
を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
｣

を｢書

面
の
場
合
は
本
書
２
通
を
作
成
し
記
名
押
印
を
､
電
磁
的
記
録
の
場
合
は
電
子
署
名
を
行
い
､
甲
乙
に

て
保
有
す
る
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢

印□
｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
農
業
企
業
化
資
金
助
成
規
則
の

規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
農
業
企
業
化
資
金
助
成
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙

を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
助
成
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
号

岐
阜
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
助
成
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
助
成
規
則(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
三
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢契

約
書
２
通
を
作
成
し
､
甲
乙
各
１
通
を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
｣

を｢書

面
の
場
合
は
本
書
２
通
を
作
成
し
記
名
押
印
を
､
電
磁
的
記
録
の
場
合
は
電
子
署
名
を
行
い
､
甲
乙
に

て
保
有
す
る
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金

助
成
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
助
成
規
則
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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